
合格者の皆さんへ（医学部医学科） 

 合格おめでとうございます。 

「入学の手引 Ⅲ入学準備編」でご案内しております各種手続（学研災等各種保険，後

援会・同窓会，学生自治団体等）につきましては，下記の案内をご確認の上，お手続き

をいただきますようお願いいたします。なお，①～④につきましては，山口大学生協に

委託しております「入学準備サイト（Vsign）」にて手続きが可能です。 

●入学準備サイト（Vsign） URL：https://vsign.jp/yamaguchi/extra/gakkensai 

記  

① 医学科学生保険案内 

② 山口大学医学部医学科後援会案内 

③ 同窓会（霜仁会）案内 

④ 医学部自治会に関する案内 

⑤ PLEASE GIVE A DONATION 

なお，学校推薦型選抜Ⅱ特別枠の「緊急医師確保対策枠」，「地域医療再生枠」，「重

点医師確保対策枠」に合格された方は，上記に加え，次についてもご確認ください。 

⑥緊急医師確保対策枠 

合格者向け 

・山口県医師修学資金（緊急医師確保対策枠）の貸付申請について

・山口県医師修学資金（緊急医師確保対策枠）の御案内 

・修学資金貸付申請書（緊急医師確保対策枠） 

・山口県医師修学資金（緊急医師確保対策枠）応募理由書 

⑦地域医療再生枠 

合格者向け 

・山口県医師修学資金（地域医療再生枠）の貸付申請について 

・山口県医師修学資金（地域医療再生枠）の御案内 

・修学資金貸付申請書（地域医療再生枠） 

・山口県医師修学資金（地域医療再生枠）応募理由書 

⑧重点医師確保対策枠 

合格者向け 

・山口県医師修学資金（重点医師確保対策枠）の貸付申請について

・山口県医師修学資金（重点医師確保対策枠）の御案内 

・修学資金貸付申請書（重点医師確保対策枠） 

・山口県医師修学資金（重点医師確保対策枠）応募理由書 

⑨全枠共通 貸付金の返還債務の免除に関する条例（抄） 

⑩全枠共通 山口県医師及び歯科医師修学資金貸付規則 

⑪全枠共通 山口県医師及び歯科医師修学資金貸付要綱 

【問合せ先】 

〒755-8505 山口県宇部市南小串 1 丁目 1‐1 

  山口大学医学部学務課医学科教務係 

  TEL：0836‐22‐2053 FAX：0836‐22‐2059 



医学科学生保険案内（２０２６年度用）

１．学生教育研究災害傷害保険（略称：学研災） 

学生の講義，実験等の正課中及び学校行事中における不慮の災害事故，課外活動中の事故，学校施設内における

事故並びに通学中の事故による傷害を救済するために，日本国際教育支援協会が行う制度です。大学における教育

研究を円滑に進めるため，本学の学生は全員加入となっています。 

２．学研災付帯学生生活総合保険（略称：付帯学総） 

医学部における教育研究を円滑に進めるため，医学科の学生は学研災付帯学生生活総合保険（略称：付帯学総）

に全員加入してください。 

付帯学総は傷害保険である学研災では補償されない実習時等の賠償責任や接触感染等の予防等を補償する保

険です。詳細については，「入学の手引 Ⅲ-2 保険加入のご案内」を参照してください。 

３. 学研災・付帯学総の違い 

適   用 
＜必須加入＞ ＜必須加入＞ 

学 研 災 付 帯 学 総 

授業中・実習中 
ケガ １日以上通院・１日以上入院の場合 １日以上通院・１日以上入院の場合 

賠償 ― ○ 

学校行事中 
ケガ １日以上通院・１日以上入院の場合 １日以上通院・１日以上入院の場合 

賠償 ― ○ 

学校施設内 
ケガ ４日以上通院・１日以上入院の場合 １日以上通院・１日以上入院の場合 

賠償 ― ○ 

大学公認のクラブ活動中 
ケガ １４日以上通院・１日以上入院の場合 １日以上通院・１日以上入院の場合 

賠償 ― ○ 

学校が正課・学校行事・課外活

動と認めた介護体験活動・教育

実習・ボランティア活動及びその

往復 

ケガ ○ １日以上通院・１日以上入院の場合 

賠償 ― ○ 

通学中 
ケガ 

通学特約を付けた場合 

４日以上通院・１日以上入院の場合 
１日以上通院・１日以上入院の場合 

賠償 ― ○ 

日常生活中（学校外） 
ケガ × １日以上通院・１日以上入院の場 

賠償 ― ○ 

病気（２４時間補償） × １日以上通院・１日以上入院の場合 

医療実習中の事故による，院内感染・針

刺し等の接触感染の予防の為の検査 
× ５０万円 

医療実習中の事故による，院内感染・針

刺し等の接触感染での発病後の治療 
× １日以上通院・１日以上入院の場合 

救援者費用 ― ○ 

育英・学資費用 ― △ 

生活用動産 ― △ 

借家人賠償責任 ― △ 

＜その他＞ 

学研災と付帯学総は独立した別の保険のため，学研災の補償に該当するケガの場合，学研災と付帯学総の両方から補

償され，併せて請求できます。

①



②





















山口大学医学部同窓会 一般社団法人「霜仁会」 

一般社団法人「霜仁会（そうじんかい）」は、医学科在学生及び卒業生並びに医学部関係者等で

構成している団体です。 

霜仁会は、70 年以上の歴史があります。昭和 29 年（1954 年）に山口県立医専と山口県立医大

の同窓会が合併して発足し、宇部市のシンボルであります霜降山（しもふりやま）の「霜」と医

は仁術なりの「仁」をとって、霜仁会と命名されました。 

現在の会員数は、約 6,700 名で、多くの卒業生が国内外で活躍し、全国 32 の支部会で交流を深

めています。 

同窓会の目的及び事業については、別添の定款（第 3 条及び第 4 条）のとおりですが、それら

の諸事業は会員相互の交流と啓発を図ることによって会員の資質向上と会の発展を促進し、健康

福祉の充実に寄与することを目的に運営されております。 

また、山口大学医学部の教育・研究支援（350万円）、学生への助成（医学祭・学生会・クラブ

活動への助成 70 万円、白衣授与 40 万円、国際奨学金 20 万円）、地域医療充実のための活動（研

修医教育助成 50 万円、その他助成 90 万円）や学術研究の発展奨励助成（130 万円）の合計 760 万

円の支援・助成を毎年行っています。 

本学医学部にご入学と同時に「霜仁会」の会員としての資格を得られることになります。 

つきましては、同窓の絆の下、こうした同窓会活動を続け、次の世代に繋げていくためにも、

是非、「霜仁会」の活動をご理解いただき、下記の新入会費及び会館運営助成金のご納入をお願い

申し上げます。 

記 

１． 新入会費     20,000 円（内訳：入会金 10,000 円、年会費 10,000 円） 

２． 会館運営助成金  15,000 円（銘板作成費用含む）            

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――   
合 計     35,000 円（次年度からは、年会費 10,000 円のみ） 

（注）次年度以降の会費（10,000 円）の納入方法につきましては、改めてご案内申し上げます。 

※新入会費及び助成金納入は、入学準備サイト「Vsign」 (外部サイト)で行います。  

下記リンク先又は QR コードからご確認いただき、 入会手続きをお願いいたします。  

「入学準備サイト Vsign」 

 https://vsign.jp/yamaguchi/extra/gakkensai 

（添付資料） 

 ・一般社団法人霜仁会 定款 
〈問い合わせ先〉 
  山口大学医学部同窓会 
  一般社団法人 霜仁会事務局 
   ℡：０８３６－２２－２０２９ 

E-mail：jimu@soujinkai.jp

③



一般社団法人霜仁会 定款 

第１章 総則 

（名称） 

第１条 この法人は、一般社団法人霜仁会と称する。 

（事務所） 

第２条 この法人は、事務所を山口県宇部市南小串一丁目 2番 1 1 号に置く。 

第 2章 目的及び事業 

（目的） 

第３条 この法人は、山口県における医学教育・研究の振興を図り、地域医療の充実と公衆

衛生の向上を目途とするとともに、会員相互の交流と啓発を図ることによって会員の資質

向上と会の発展を促進し、健康福祉社会の充実に寄与する。 

（事業） 

第４条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。 

(l) 山口県における医学教育・研究の充実・発展のための助成を行うこと。 

(2) 山口県における地域医療の充実に寄与すること。 

(3) 山口県における公衆衛生の向上に寄与すること。 

(4) 山口大学及び地域の利用者の便宜のため霜仁会館の管理運営を行うこと。 

(5) 医学教育の振興に功績のあった者の表彰を行うこと。 

(6) 会の発展と会員の資質向上を図るため、山口大学医学部医学科同窓会の活動を支援す

ること。 

(7) 医学教育振興のための文書を定期的に作成し、会員及び医学教育機関へ頒布すること。 

(8) 会の事業の安定・促進を図るため、検査センター等の収益事業を行うこと。 

(9) その他この法人の目的を達成するために必要な事業。 

第 3章 会員 

（法人の構成員） 

第５条 この法人に次の会員を置く。 

(l) 正会員 

ア．１号会員 山口県立医学専門学校、山口県立医科大学及び山口大学医学部医学科

を卒業した者並びに山口大学医学部医学科に在学する学生 

イ．２号会員 １号会員を除く山口県立医学専門学校、山口県立医科大学、山口大学

医学部医学科及び山口大学大学院医学研究科に縁故のある者 

(2) 特別会員 山口大学医学部医学科の教授及び名誉教授 

(3) 名誉会員 本会に対し功労のあった者 

２ 前項の正会員のうち、支部代議員(関東から沖縄に存在する各支部から選出の代表)、期

別代議員(昭和２４年以降の各期卒業生代表)、２号会員代議員(２号会員から選出の代表)



及び学生代議員(１年生から６年生までの各学年代表)をもって一般社団法人及び一般財団

法人に関する法律(以下「法人法」という。)上の社員とする。 

３ 前項の支部代議員、期別代議員、２号会員代議員及び学生代議員(以下「代議員」という。)

は、それぞれ概ね正会員１５０人のうちから１名を選出する。 

４ 代議員を選出するため、正会員による代議員選挙を行う。代議員選挙を行うために必要

な細則は理事会で定める。 

５ 代議員は正会員の中から選ばれることを要する。正会員は前項の代議員選挙に立候補す

ることができる。 

６ 第４項の代議員選挙において、全ての正会員は等しく代議員を選挙する権利を有する。

理事又は理事会は、代議員を選出することはできない。 

７ 代議員の任期は２年とする。ただし、代議員が総会決議の取り消しの訴え、解散の訴え、

責任追及の訴え及び役員の解任の訴え（法人法第２６６条第１項、第２６８条、第２７８

条、第２８４条）を提起している場合（法人法第２７８条第１項に規定する訴えの提起の

請求をしている場合を含む。）には、当該訴訟が終結するまでの間、当該代議員は社員たる

地位を失わない（当該代議員は、役員の選任及び解任（法人法第６３条及び第７０条）並

びに定款変更（法人法第 146 条）についての議決権を有しないこととする）。 

８ 代議員が欠けた場合又は代議員の員数を欠くこととなるときに備えて補欠の代議員を選

挙することができる。補欠の代議員の任期は、任期の満了前に退任した代議員の任期の満

了する時までとする。 

９ 補欠の代議員を選挙する場合には、次に掲げる次項も併せて決定しなければならない。 

(l) 当該候補者が補欠の代議員である旨 

(2) 当該候補者を１人又は２人以上の特定の代議員の補欠の代議員として選任するとき

は、その旨及び当該特定の代議員の氏名 

(3) 同一の代議員（２人以上の代議員の補欠として選任した場合にあっては、当該２人以

上の代議員）につき２人以上の補欠の代議員を選任するときは、当該補欠の代議員相互

間の優先順位 

10 第８項の補欠の代議員の選任に係る決議が効力を有する期間は、選任後最初に実施され

る第４項の代議員選挙終了の時までとする。 

11 正会員は、法人法に規定された次に掲げる社員の権利を、代議員と同様に当法人に対し

て行使することができる。 

(l) 法人法第１４条第２項の権利（定款の閲覧等） 

(2) 法人法第３２条第２項の権利（社員名簿の閲覧等） 

(3) 法人法第５７条第４項の権利（総会の議事録の閲覧等） 

(4) 法人法第５０条第６項の権利（社員の代理権証明書面等の閲覧等） 

(5) 法人法第５１条第４項及び第５２条第５項の権利（議決権行使書面の閲覧等） 

(6) 法人法第１２９条第３項の権利（計算書類等の閲覧等） 

(7) 法人法第２２９条第２項の権利（清算法人の貸借対照表等の閲覧等） 

(8) 法人法第２４６条第３項、第２５０条第３項及び第２５６条第３項の権利（合併契約

等の閲覧等） 



12 理事又は監事は、その任務を怠ったときは、この法人に対し、これによって生じた損害

を賠償する責任を負い、法人法第１１２条の規定にかかわらず、この責任は、すべての正

会員の同意がなければ、免除することができない。 

（会員の資格の取得） 

第６条 この法人の会員になろうとする者は、入会申込書を会長に提出し、理事会の承認を

得なければならない。 

 （会費） 

第７条 この法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、正会員は、総会において

別に定める会費を納入しなければならない。 

（任意退会） 

第８条 会員は、理事会において別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも

退会することができる。 

（除名） 

第９条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、総会の決議によって当該会員を除

名することができる。 

(l) この定款その他の規則に違反したとき。 

(2) この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。 

(3) その他除名すべき正当な事由があるとき。 

（会員資格の喪失） 

第 10 条 前 2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格

を喪失する。 

(1) 第 7条の支払い義務を 2年以上履行しなかったとき。 

(2) 総代議員が同意したとき。 

(3) 当該会員が死亡したとき。 

第４章 総会 

（構成） 

第 11 条 この法人の総会は、すべての代議員をもって構成する。 

２ 前項の総会をもって法人法上の社員総会とする。 

（権限） 

第 12 条 総会は、次の事項について決議する。 

(l) 会員の除名 

(2) 理事及び監事の選任又は解任 

(3) 定款の変更 

(4) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認 

(5) 解散及び残余財産の処分 

(6) その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項 



（開催） 

第 13 条 この法人の総会は、定時総会として毎年１回、毎事業年度終了後３ヶ月以内に開催

するほか、必要がある場合は次項に定めるところにより臨時総会を開催する。 

２ 臨時総会は、次のいずれかに該当する場合に開催する。 

(l) 理事会において開催の決議がなされたとき。 

(2) 総代議員の５分の１以上の議決権を有する代議員から、会議の目的たる事項及び招集

の理由を示して請求があったとき。 

（招集） 

第 14 条 総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集す

る。 

２ 総会を招集するときは、会長は、すべての代議員に対し、総会の日時、場所及び目的で

ある事項を示した書面をもって、開催の日の２週間前までに通知しなければならない。 

（議長） 

第 15 条 総会の議長は、当該総会において出席した代議員の中から選出する。 

（定足数） 

第 16 条 総会は、代議員の総数の過半数の出席がなければ開催することができない。 

（議決権） 

第 17 条 総会における議決権は、代議員１名につき１個とする。 

（決議） 

第 18 条 総会の決議は、出席した代議員の議決権の過半数をもって決する。 

２ 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総代議員の半数以上であって、総代議員の議決

権の３分の２以上に当たる多数をもって行う。 

(l) 会員の除名 

(2) 監事の解任 

(3) 定款の変更 

(4) 解散 

(5) その他法令で定められた事項 

３ 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第１項の決議を行

わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第 2 1条第 1項に定める定数を上

回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するま

での者を選任することとする。 

（書面による議決権の行使等） 

第 19 条 やむを得ない理由により総会に出席することができない代議員は、あらかじめ通知

された事項について、書面によって議決権を行使することができる。 

２ やむを得ない理由により総会に出席することができない代議員は、他の代議員を代理人

として議決権を行使することができる。 

３ 前項の代理権の授与は、総会ごとに行わなければならない。 

４ 第１項及び第２項の規定によって行使した議決権の数は、出席した代議員の議決権の数

に算入する。 



（議事録） 

第 20 条 総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。 

２ 議事録には、議長及び出席した代議員のうちからその会議において選出された議事録署

名人２人以上が記名押印する。 

第 5章 役員 

（役員の設置） 

第 21 条 この法人に、次の役員を置く。 

(l) 理事 １５人以上２５人以内 

(2) 監事 ２人 

２ 理事のうち１名を会長、２名を副会長とする。 

３ 前項の会長をもって法人法上の代表理事とし、副会長をもって法人法第９１条第１項第

２号の業務執行理事とする。 

４ 理事は、監事を兼ねることができない。 

（役員の選任） 

第 22 条 理事及び監事は、総会の決議によって選任する。 

２ 会長及び副会長は、理事会の決議によって理事の中から選定する。 

（理事の職務及び権限） 

第 23 条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行す

る。 

２ 会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行

する。 

３ 副会長は、会長を補佐し、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を

分担執行する。 

４ 会長及び副会長は、毎事業年度に４箇月を超える間隔で２回以上自己の職務の執行の状

況を理事会に報告しなければならない。 

（監事の職務及び権限） 

第 24 条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成

する。 

２ 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財

産の状況の調査をすることができる。 

３ 監事は、各事業年度に係る計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書等を監査す

る。 

４ 監事は、理事会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなければならない。 

５ 監事は、理事が総会に提出しようとする議案、書類等を調査しなければならない。 この

場合において、法令若しくは定款に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、

その調査の結果を総会に報告しなければならない。 

６ 監事は、前各項に定めるもののほか、法人法に定めるところにより、権限を行使する。 



（役員の任期） 

第 25 条 役員の任期は、選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時

総会の終結の時までとする。 

２ 補欠として選任された役員の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。 

３ 役員は、第２１条第１項に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任によ

り退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお役員としての権利義務を有す

る。 

（役員の解任） 

第 26 条 役員は、総会の決議によって解任することができる。 

（役員の報酬等) 

第 27 条 役員は無報酬とする。ただし、その職務を行うために要する費用を、役員に対して

支払うことができる。 

（名誉会長及び顧問） 

第 28 条 この法人に、名誉会長及び顧問を置くことができる。 

２ 名誉会長及び顧問は、総会の議決を得て会長が委嘱する。 

３ 名誉会長は、この法人の事業に関する重大な事項について、会長の諮問に応じ、又は意

見を述べることができる。 

４ 顧問は、この法人の事業に関する特定の事項について会長の諮問に応じることができる。 

第 6章 理事会 

（構成） 

第 29 条 この法人に理事会を置く。 

２ 理事会は、すべての理事をもって構成する。 

（権限） 

第 30 条 理事会は、次の職務を行う。 

(l) この法人の業務執行の決定 

(2) 理事の職務の執行の監督 

(3) 会長及び副会長の選定及び解職 

(4) その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項 

２ 理事会は、次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を理事に委任できない。 

(1) 重要な財産の処分及び譲受け 

(2) 重要な使用人の選任及び解任 

(3) 従たる事務所その他の重要な組織の設置、変更及び廃止 

（種類及び開催） 

第 31 条 理事会は、通常理事会及び臨時理事会の 2種類とする。 

２ 通常理事会は、毎月(８月を除く。) 開催する。 

３ 臨時理事会は、会長が必要と認めたとき、又は役員から招集の請求があったときに開催

する。 



（招集） 

第 32 条 理事会は、会長が招集する。 

２ 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、副会長が理事会を招集する。 

（議長） 

第 33 条 理事会の議長は、会長が、これに当たる。 

（決議） 

第 34 条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が

出席し、その過半数をもって行う。 

２ 前項の規定にかかわらず、法人法第９６条の要件を満たしたときは、理事会の決議があ

ったものとみなす。 

（議事録） 

第 35 条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。 

２ 出席した会長及び監事が、前項の議事録に署名しなければならない。 

第 7章 資産及び会計 

（事業年度） 

第 36 条 この法人の事業年度は、毎年４月１日に始まり翌年３月３１日に終わる。 

（事業計画及び収支予算） 

第 37 条 この法人の事業計画書及び収支予算書については、毎事業年度の開始の日の前日ま

でに、会長が作成し、理事会の決議を経て、総会の承認を受けなければならない。これを

変更する場合も同様とする。 

２ 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置くも

のとする。 

（事業報告及び決算） 

第 38 条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作

成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。 

(l) 事業報告 

(2) 事業報告の附属明細書 

(3) 貸借対照表 

(4) 損益計算書(正味財産増減計算書) 

(5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書 

２ 前項の承認を受けた書類のうち、第１号、第３号及び第４号の書類については、定時総

会に提出し、第１号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については承認を

受けなければならない。 

３ 第１項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に５年間備え置くとともに、定款及び代

議員名簿を事務所に備え置くものとする。 



第 8章 定款の変更及び解散 

（定款の変更） 

第 39 条 この定款は、総会の決議によって変更することができる。 

（解散） 

第 40 条 この法人は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。 

（残余財産の帰属等） 

第 41 条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、公益社

団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第５条第１７号に掲げる法人又は国若しく

は地方公共団体に贈与するものとする。 

２ この法人は、剰余金の分配を行うことができない。 

第 9章 公告の方法 

（公告の方法） 

第 42 条 この法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行

う。 

第 10 章 個人情報の保護 

第 43条 この法人は、個人情報の保護に万全を期すものとする。 

第 11 章 事務局 

(設置等) 

第 44 条 この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。 

２ 事務局に、事務局長その他の職員を置く。 

３ 事務局長その他の職員の任免は、理事会の決議を経て、会長が行う。 

４ 事務局長は理事をもって充てることができる。 

５ 前各項に定めるもののほか、事務局に関して必要な事項は、理事会の決議を経て、会長

が別に定める。 

附 則 

１ この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財

団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第１２１条第１

項において読み替えて準用する同法第１０６条第１項に定める一般法人の設立の登記の日

から施行する。 

２ この法人の最初の会長は福本陽平とする。 

３ 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定

等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第１２１条第１項において読

み替えて準用する同法第１０６条第１項に定める特例民法法人の解散の登記と一般法人の

設立の登記を行ったときは、第３６条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業

年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。 



山口大学医学部学生自治会

医学部学生自治会への入会および会費納入についてのお願い

 ご入学おめでとうございます。学生を代表してお祝い申し上げますとともに、皆さんの新生活が素晴

らしいものになることを願っております。

さて、山口大学医学部には医学部生全員により構成される医学部学生自治会があり、皆さんも大学入学

に伴い本会の会員となります。私たちは医学部内の各委員会や医学祭の運営、医学部公認の部活動・サー

クル活動の取りまとめなどを行い、先生方や大学関係者の皆様と連携しながら生活環境の向上を図るこ

とで、医学部生自身がより良いキャンパスライフを送れるよう活動を続けております。

本会の運営は学生一人ひとりの入会費・年会費のほか、医学科同窓会である霜仁会や医学部後援会から

いただいた寄付金などにより成り立っております。毎年新入生の皆さんには、入学時に以下の金額を納

めていただいております。つきましては、本会の活動をご理解いただき、下記の金額を納入くださいます

よう、お願い申し上げます。

ご質問等がございましたら、下記の問い合わせ先までご連絡ください。出費のかさむ折、誠に恐縮です

が、ご協力のほど何卒宜しくお願い申し上げます。

記

医学科（一般） 保健学科 医学科（編入生）

山口大学医学部学生自治会 入会費 １３,０００円 ８,０００円 １２,５００円

山口大学医学部学生自治会 年会費 １５,０００円 １０,０００円 １２,５００円

合計 ２８,０００円 １８,０００円 ２５,０００円

注 1）年会費は 2,500 円/年とし、医学科６年分(編入生は 5 年分)・保健学科４年分を一括で納入。

注 2）入会金・年会費の納入後は、原則返金に応じかねます。予めご了承ください。

【支払い方法について】

入会費および年会費の納入については山口大学生協入学準備サイト「Vsign」（外部サイト）で行います。

こちらのリンク＜ https://vsign.jp/yamaguchi/extra/gakkensai ＞からご確認いただき、入会手続きをお願

いいたします。

以上

お問い合わせ先

山口大学医学部学生自治会

令和 8 年度会長

室崎 淳之介（医学科 4 年）

e-mail : d096ebu@yamaguchi-u.ac.jp 

④



0836-22-2052 m e235@ yam aguchi-u.ac.jp

GIVE A DONATION
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